
 京都議定書発効後、最初の会合

（COP11/COPMOP1）が、モントリオールで

始まった。いよいよ議定書が動き出そう

としている。 

マラケシュ合意を採択するだけではな

く、次期枠組みの議論のスタートができ

るかどうかが争点となっている。 

 

■ 次期枠組みのマンデート 

（eco 11/28号 抄訳） 
京都議定書の第１回締約国会合

（COP/MOP1）を開催する幸運な町、モン

トリオールへ、ようこそ。まずは、議定

書という重要な条約が発効したという大

きな成果を思い出して、みんなで、喜び

をかみしめよう。 

よろしい。では、当面の課題、議定書

の第１約束期間が終了する2013年以降、

何が起こるのかについて、考えてみよう。

アメリカは、議定書が産まれるや否や、

揺りかごにいる赤ん坊を絞め殺そうとし

ている。そして、多くの締約国は、アメ

リカを参加させるために、議定書の親条

約である気候変動枠組条約の下で、次期

枠組みの交渉を始める準備をしているよ

うだ。しかし、議定書が、次期枠組みを

議論する一番良い法的根拠であることに

変わりはない。その理由を以下に示そう。 

まず第一に、新興経済国の発展にとっ

て、議定書は脅威ではなくむしろチャン

スである。先進国は、絶対量による排出

削減義務を負い続けなければならないの

は当然のことであるが、非常に豊かな途

上国は別として、それ以外の途上国に、

次期約束期間において、絶対量による排

出削減義務を持たせようなどと誰も考え

ていない。実際、議定書は、その改正に

よって、様々な義務や約束を組み入れる

多段階アプローチを実現する柔軟性を持

っている。京都メカニズムは、先進国が

より大幅な排出削減義務をもつことによ

り、より効果的に動き続けることができ、

途上国の参加についても、ニーズや国の

事情を考慮して、様々な方法を提供する

ことができる。また、どのような途上国

の義務も、先進国の義務の履行に対する

遵守制度は適用されない。途上国に対す

る新しいコミットメントは、交渉の中で

検討していくのだ。 

第二に、気候変動の影響を本当にどう

にかしたい人達は、議定書のもとで、次

期の枠組みに関する交渉を維持すること

に反対する理由が理解できない。ブッシ

ュ政権は、アメリカは条約の下における

交渉のいかなる進展も妨害するとの立場

を明確にしている。アメリカは、条約の

締約国であるため、それができる立場に

あるのだ。最近の交渉では、アメリカは、

交渉の最後に、本当に意味のない小さい

譲歩をするようになってきていて、アメ

リカはいつか大きな意味のある譲歩をし

てくれるのではないかという淡い期待を

交渉相手に、いつも抱かせている。国際

社会は、ブッシュ政権からは、前向きな

答えは出てこないということを、すでに

十分学んだはずである。アメリカがオブ

ザーバー国となっている議定書が、現在、

唯一、気候変動対策が実施できる枠組み

なのだ。 

第三に、途上国は、議定書を基本とし

た、モントリオール・マンデートに強い

関心がある。議定書の下で交渉すること

が、現在の京都メカニズムを継続し、運

用するベストの方法である。これらのメ

カニズムのうち、主に、クリーン開発メ

カニズム（CDM）では、すでに、実施国に

よって決められた開発目標に見合った民

間セクターの投資や技術協力が活用され

ている。これらメカニズムへの投資が継

続されるかどうかは、投資家に対し、市

場が 2013 年以降も続くことを明確にで

きるかどうかにかかっている。議定書か

ら離れることは、CDM の市場を止めてし

まうことを意味する。 

さらに、適応や条約のもとで途上国が

優先しているその他のものへの資金供与

は、先進国による自主的な資金援助に頼

っているため、全く不十分なものとなっ

ている。CDM 事業における適応基金への

分担金は、より大きな資金を生み出すこ

とが期待されている。しかし、議定書の

下でのさらに大幅な排出削減コミットメ

ントだけが、そのような事業へのより大

きな投資を促すのだ。議定書の下での 
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◆モントリオール◆ 

京都議定書を始動させよ！ 
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 今回の会議ではクリーン開発メカニズ

ム（CDM）の改革が話し合われる。しかし

それが“改善”になるのか“改悪”にな

るのかが問題である。 
 背景には、CDM 事業としての承認がな

かなか得られない＆コストがかかるとい

うことに、先進国・途上国の政府および

産業界から不満の声が出てきていること

がある。 

 議長国であるカナダは、日本と同じく

削減目標達成に関してCDMに頼る部分が

大きくなることもあって、CDM 改革議論

について熱心である。 

 現状のCDMが、制度として効果的に機

能していくことは重要であり、安定的な

資金や十分な事務局の能力、そして承認

プロセスの効率化、事業実施の現場との

コミュニケーションの強化をしていくこ

とは必要である。 

 しかし、いかなる改革になるのであれ、

CDM の環境十全性、特に追加性の原則は

守られなければならない。CDM からクレ

ジットを得るということは、すなわち受

け取る先進国においてその分排出削減を

しなくてもよいということを意味する。

従って、追加的でない事業がCDM事業と

して認められてしまえば、世界全体で排

出削減が行われないことになってしまう。 

 この「改革」の議論とは別に、HCFC22

生産の新規工場から出るHFC23を破壊す

る事業をCDM事業として認めるかどうか

についても話し合われる。これは下手を

すれば、オゾン層破壊物質＆温室効果ガ

スの HCFC22 の増産につながるものであ

り、京都議定書やモントリオール議定書

の本来の目的から考えれば、認められる

べきではない。 

 

－「マンデート」1面からの続き－ 

 

新しい交渉は、分担金をその他の京都メ

カニズムへ広げる機会ともなりうる。 

最後に、（途上国にはより深刻な影響

を与える）気候変動の影響を避けるため

に必要な温室効果ガスの排出削減を達成

するためには、議定書における先進国の

排出削減義務を強化しなければならない。

さらなる削減は、途上国の炭素クレジッ

トの需要をも生み出す、それは、持続可

能な開発という目標の達成にも貢献する

のだ。 

 条約が重要ではなくなったということ 

 

 

を言っているわけではない。次期枠組み 

の構築においても、条約は重要な役割を

果たすであろう。しかし、現在アメリカ

が、次期枠組みに関する全ての議論を妨

害するという立場をとっている限り、議

定書が、さらなる削減とより多くの国に

よる気候変動対策に関する議論に最適な

舞台となると言えよう。 

 
会議成功への鍵「適応策」 

 
「適応 COP」と称された昨年の COP10 に引き続き、今回のモントリオールの会議

でも、適応問題は重要課題のひとつとしてあげられている。初日にはグリーンピー

スが中国黄河の干ばつに関するサイドイベントを行ったが、気候変動の悪影響は世

界中で発生しており、適応策の必要性は高まる一方だ。 

COP10で採択された「適応策と対応措置に関するブエノスアイレス作業計画」は、

SBSTAの下での「5カ年計画」と、SBIの下での全体的な適応策に関する途上国支援

の議論が統合されたものであり、今回もそれぞれの補助機関会合で議論が継続され

ている。 

5 カ年計画については、途上国はこの計画が実質的な適応策実施につながる事を

主張する一方で、先進諸国は、まず適応策への理解を深める事の重要性を指摘して

いる。 

その中でも注意したいのは、サウジアラビアの発言であり、石油消費減に対する

補償を含める対応措置問題において、5カ年計画でも、SBIの議論の中でも他の意見

を遮る勢いで、支援を求める主張を続けている。 

資金問題については、基金を運営する地球環境ファシリティ（GEF）の行き過ぎた

運用方法に関する途上国の不満が最初から爆発した。特に GEF の運用措置（RAF ：

資源割当枠組み）が適応支援を実質的に難しいものにし、後発開発途上国基金に関

しては資金へのアクセスを実質上不可能にする協調融資問題、京都議定書適応基金

に関しては、COP が GEF へのガイダンスについて議論していないのに、世界銀行と

覚書が結ばれた事など、多くの問題が山積していることを伺わせる交渉のスタート

となった。 

日本政府は、資金問題に関しては沈黙を続け、ブエノスアイレス作業計画につい

ても、適応策は、途上国と先進国双方を含めた全体の問題であるとして、脆弱性や

影響の評価をまず行う必要があると主張し、高まる支援要請を回避するような姿勢

を見せている。また、交渉態度を見る限り、しっかりとした途上国の適応策支援に

関しての充分な戦略も持ち合わせていないようである。 

2013 年以降の次期枠組みの議論も開始される今回の COP11/ COPMOP1 において、

適応策に関する交渉が先延ばしにされる事は、将来の制度に関する交渉の前進の大

きな阻害要因となる可能性が高い。日本政府 は、途上国の適応策支援を議定書の次

期約束の構築に関わる重要な課題としてしっかりと位置づけ、前向きな姿勢を交渉

の場で表明していくべきだ。 

冥福をお祈りいたします 

10月14日、ヨーク・ウォラ－・ハン

ター気候変動枠組条約事務局長が、急

逝された。 

京都議定書を発効に向け、マラケシ

ュ合意後の難しい局面にある国際交渉

の運営に尽力された大事な方を亡く

し、大変残念である。日本の市民も、

心より冥福をお祈りしたい。 

「CDMの改革」って？ 


